
～お子さんが生まれてから１歳になるまでの助成です～  
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出産育児助成事業について 

市では出産育児に伴う経済的負担を軽減するため、出産費用と 

お子さんが１歳になるまでの紙おむつ購入費用を助成しています。 

対 象 者：出産の翌月初日から生後４か月の月末まで継続して市内に住所のある産婦 

助 成 額：４０，０００円  ※ 出産月の５か月後に振込みます。 

 

１．出産費用の助成 

対 象 者：市内に住所がある乳児の保護者 

助成期間：出生の翌月から１歳の誕生月まで 

助 成 額：月額５，０００円  ※ ４か月分（２万円）を３回に分けて振込みます。 

２．紙おむつ購入費用の助成 

10 1１ 

産婦が出産の翌月初日から 

生後４か月の月末まで 

市内に住所がある場合に助成 

4 万円 

支払 

2 万円 

支払 

2 万円 

支払 
2 万円 

支払 

① 市外へ転出する場合は、転出する前月分まで助成します。 

（出産費用は、助成期間が満たない場合は支給されません。その際は紙おむつ購入費用のみ助成します。） 

② 転入した場合は、転入した月から紙おむつ費用を助成します。 

（出産の翌月初日より後に転入した場合は、出産費用は助成されません。） 

③ 申請者や助成金の振込先を変更したい場合は、届出が必要です。 

４．その他 

必 要 書 類：阿賀野市出産育児助成金交付申請書兼請求書・母子健康手帳・振込先の通帳等 

申 請 期 限：出産日から 2か月以内 

申 請 場 所：水原保健センター（支所では申請できません） 

３．申請方法 

＊問い合わせ＊ 阿賀野市 民生部 健康推進課（水原保健センター） 

子育て世代包括支援センター 子育て係 ℡0250-62-2510（代表） 

国の出産・子育て応援事業 

だけでなく、市が独自で 

別途助成しています！！ 


